事業環境の改善に向けたＳＪＣ建議事項
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　　序　　文

ソウル・ジャパン・クラブ（ＳＪＣ）は、９８年以降数次に亘り韓国政府に対する政策提言を行ってきた。これに対しての韓国政府の迅速な対応並びに改善については真摯に評価するところである。しかし、未解決のもの、改善途中のものも残っている。近年、特に知的財産権に係わる隘路事項が増加してきているので、新たな建議事項として加えた。

更に、ＳＪＣとして今年の最も重要な案件は日韓ＦＴＡの交渉再開・早期締結にあると考え、以下にその趣旨を記す。

１９９８年の金大中大統領の外国企業誘致促進政策導入後､韓国への外国企業直接投資は増加したが２０００年以降は減少傾向にあった。しかし､２００４年には再び急増し、とりわけ日本から韓国への直接投資額は史上２番目の２３億ドル（対前年比３１７％増）を記録した。
この投資増加の内容の多くは、部品・素材分野の製造業グリーンフィールド型投資の増加である。これは、韓国が液晶・デジタル分野の完成品で世界的な生産拠点としての地位を確立したことに加え韓国政府の外資誘致促進策の方針転換に資するところが大きい。
すなわち、２００３年の建議事項において、部品・素材産業については安定的な供給先の存在が重要であり、部品･素材の供給先となる韓国企業への働きかけが外国企業投資促進の鍵であることを建議したが、韓国政府はそれを受入れ、インセンティブ紹介を中心とする従来の外資誘致活動を韓国企業と一体化した誘致活動に変更したことが投資増加の一要因となっていると確信している。

２００５年上半期の日本企業による対韓国直接投資金額は３億６,２００万ドルと前年同期に比べ６８.７％の大幅減となったが投資件数では３０６件と前年同期に比べ１９.５％増加した。これは、前年の大型投資に関連した中小プロジェクトが多数実現していることを示している。
しかしながら、韓国政府は投資規模が小さい外国中小企業案件に対してはケアが不足している。大手製造業を支える中小下請け製造業の育成は韓国産業振興の要であり、韓国政府の支援を必要としている外国中小企業、特に部品・素材分野の中小規模投資案件に対する韓国政府による積極的なケアを強く要望する次第である。
更なる韓国経済の発展のためには、韓国企業のマーケット拡大やビジネスベースでの日韓企業間協力拡大が重要であり、これらの課題を解決するためにも日韓ＦＴＡの交渉再開・早期締結は焦眉の急であることを提案したい。

韓国政府の速やかな検討を期待するとともに、その検討経過及び結果について、ご回答いただければ幸いである。

２００５年１０月　　 　　
ソウル ジャパン クラブ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  理事長　　高　杉　 暢　也
１．労働・労使関係分野
　労働・労使関係に関する問題は、韓国の事業環境を考える際の中核的な論点であり、単に経済的な問題に影響を与えるに留まらず、韓国に対する対外的イメージを大きく損なうものとなっている。本件問題は、韓国関連事業に関する日本国内での経営判断にもマイナス要因をもたらしている。

近年、韓国政府は、労働・労使関係問題が重大な問題であることを勘案し、勤労基準法の改正を始め、勤労者退職給与保障法の制定、期間制・短時間勤労者保護法案の制定準備、派遣勤労者保護法改正案の準備等、新たな制度構築に向けての取組みがみられる。しかし、これまでの実施状況を見ると、効果的な対策が迅速に実施されているという状況には達しておらず、労働条件の下方硬直性や一部の組合による経営に対する過度の対立姿勢は外国からの対内直接投資促進のための障害のみならず、既に韓国で活動している企業にとっても正規社員の雇用を敬遠する要因の一つともなっている状況である。

　したがって、韓国が、外国企業の対内直接投資の促進及び正規社員の雇用確保を目指すためには、以下の項目に関して、目に見える形での着実な改善が必要である。これは、外国企業だけではなく、韓国の事業者とも意見の一致を見ているところである。

なお、今回の建議事項では「６．個別要望事項」（２２頁）の中においても労働・労使関係分野に関連する要望事項が提起されている。
Ａ　労使協定・慣行の是正可能な枠組み作り
労使慣行に関し、韓国においては、「不合理な
各種手当て」、「CＰＩの伸びにＧＤＰの伸びを加算する等合理性を欠くベースアップ要求」、「本来各企業の単年度の業績に応じて支払われるべき賞与の固定化」、「No－Work No－Pay原則の不徹底」等の問題が依然として残っている。韓国における労使関係を先進国としての国際的な相場感に沿ったものとし、安心して外国から投資ができる環境整備が不可欠であり、特に以下の問題点に対しての明確な指針を出していただきたい。


①　労働条件の下方硬直性
是正（継続、内容変更）
　勤労基準法第９７条第１項においては、「就業規則を勤労者に不利益に変更する場合には労働組合等の同意を得なければならない
」とされ、会社の経営が悪化した場合等における就業規則の下方修正の際も本件規定が適用される。

加えて、韓国においては慣習的に労働条件が下がりにくい状況があり、会社の経営状況が悪化した時においても労働条件の下方修正が事実上不可能となっており、その結果正社員の雇用抑制や、ひいては事業の継続が危うい状況すら発生している。

このため、会社の経営状況に合わせてワークシェアリングの実施を可能とするといったような
労働条件を円滑に調整できる制度を導入・普及する等、労働条件の下方硬直性の解消を実現できるよう、就業規則の不利益変更時において労働組合等の同意を必須条件としないよう現行の法令を改正願いたい。

②　週５日制導入に際しての問題(継続、内容変更)

改正勤労基準法の成立により、法律上は年次有給休暇の上限の設定、月次有給休暇の廃止、生理休暇の無給化、取得を奨励しても取得が進まなかった未消化有給休暇の買い取り義務の消滅が定められた。また、前回の回答では「賃団協の交渉過程において労使が改正勤労基準法の趣旨に沿って団体協約などを変更するよう積極指導」との政府の姿勢を示して頂いている。

しかしながら、実際は労働組合等が団体協約や就業規則の改正に応じない限りこれらの措置を実施できない状況となっており、多くの日本企業では年次休暇買い取りなどの制度が残ったまま週５日制を導入せざるを得ない結果となっている。

従って、改正勤労基準法の趣旨が、労使間で包括的・実質的に反映・合意できるようにするためにも、「取得を奨励しても取得が進まなかった未消化有給休暇の買い取りの禁止」を新たに法制化頂きたい。

③　労働委員会での調停（継続、一部変更）

各企業レベルで、団体協約改訂のための話し合い等がまとまらず、労働委員会に持ち込まれた場合は、個別の紛争点だけを、スト回避の視点のみから判断するのではなく、当該企業の労働条件全体を総合的に評価し、企業側にも納得のいく判断を下すように願いたい。






Ｂ　雇用制度全般
④


　法定退職金制度の改正　（継続、内容変更）
国際的な労使慣行に沿った公正な労使関係を形成するため、退職金制度及び法定平均賃金の適正化を望む。

具体的には、「退職金制度」を個別企業の経営状況等を考慮せず一律に法律で規定することを廃止すること。特に、退職金算定の基礎となる平均賃金を法律で一律に規定する法定平均賃金の撤廃を強く求めたい。また、法定平均賃金の撤廃が難しい場合にも、本来、退職金が賃金の後払いという性格であることを考慮すれば、退職直前の平均賃金を算定基礎としていることは矛盾しており、勤続期間を通算した実際の賃金の平均額を基に算定する方式に改めるべきと考える。
　　　本来、勤労者の老後の保障は国民年金制度の拡充等で確保されるべきものであり、法定退職金制度により企業のみに負担を求めることは望ましくない。加えて、法定平均賃金の適用は、勤続年数とともに給与水準が上昇する制度において勤労者にメリットがあるため、賃金ピーク制の導入とともに雇用の延長（定年延長）の実施を検討している会社、或いは年棒制や業績に連動したインセンティブプランを設置したい会社におけるこれらの制度導入の弊害になっている側面も考慮の上、法定平均賃金の廃止又は適用範囲の縮小を望む。
⑤　正規職解雇条件の緩和（継続、内容変更）
勤労基準法第３０条（解雇等の制限）により、正当な理由なく解雇した事業主に対しては、勤労者に対する業務復帰命令に加え罰則（同法第１１０条：５年以下の懲役又は３０００万ウォン以下の罰金）も適用される。この点、韓国では勤労者と使用者間の個別解雇紛争においても行政裁判で解雇の不当性を判断する前に労働委員会でその救済措置が図られる等、不当解雇による勤労者の保護措置は十分確保されており、使用者が、解雇に当たって事前に慎重な判断を下す素地は整っていると考える。
仮に使用者が故意或いは重過失による事実誤認等の判断に基づき勤労者を解雇し、それに対して苦痛を与えた場合には損害賠償等民法上の手続きにより解決するべきであり、罰則まで課することは国際的にも行き過ぎと考える。

また、同法第３１条に規定する経営上の解雇の際には、６０日前の事前通知が要件となっており、会社の経営状態が悪くなっても機動的な経営が行いにくくなっているので３０日程度に短縮頂けるように願いたい。


⑥　国家有功者
雇用義務の弾力的運用　（継続、一部変更）

韓国の法律（国家有功者等礼遇及び支援に関する法律・第４９条）により、常時２０人以上を雇用する一般事業所（製造業の事業所では、常時２００人以上の勤労者を雇用する場合）は、国家有功者を勤労者数の一定割合（３～８％）以上雇用することが義務付けられているが、外国企業が必要とする採用要件を満たす人材が少ないという現状を鑑み、外国企業への適用を除外する等の弾力的な運用をお願いしたい。

前回の建議事項に対して「外国人投資企業には、できるだけ語学力を有する者など、外国人投資企業の必要とする国家有功者を斡旋するよう積極的に努力」という回答をいただいているが、現状はどうなっているのか。その成果につきご開示頂きたい。

Ｃ　非正規職関係
⑦　短時間勤労者（パート）の指針の廃止等（継続、一部変更）
　　　短時間勤労者に関する有給休暇・退職金制度等の労働条件は、各企業の経営状況を鑑み労使で協議決定すべきものであり、法律による規程を廃止してもらいたい。前回建議事項に対して「勤労時間に比例して基本的な勤労条件に対する法的保護を受けられるようにすべき」との回答をいただいているが、元来、退職金等は「時間」ではなく、「会社に対する貢献」に対して支払うべきものであり、正社員と同様の比率で計算することには明らかに無理がある。
　　　また、国会に提出されている「期間制・短時間勤労者保護法案」において、「期間制勤労者の使用期間を３年にし、超過使用時に解雇制限規定を適用」することとなっているが、このような労働市場の柔軟性を奪うような立法は企業の投資意欲を削ぐことにもなり、取りやめていただきたい。
⑧　派遣勤労者制度の改正（継続、内容変更）　　

国会に提出されている「派遣勤労者の保護等に関する法律」一部改正案（以下、改正案）によると、派遣可能な業務を拡大し、派遣期間が３年間に延長しているものの、同一派遣勤労者の期間経過後の使用事業主の雇用義務は引き続き残っている。
２年（改正案３年）経過後の雇用義務は、元来、派遣元事業主及び使用事業主の両方が責任を負うべき派遣勤労者の保護の問題を、使用事業主に一方的に責任を押しつける点で問題がある。また、派遣社員を継続的に採用したい場合、２年（改正案３年）経過前にいったん解雇せざるを得ず、業務上支障をきたす可能性があり、雇用者にとっても勤労者にとっても柔軟な雇用形態維持の観点から問題があるため、２年（改正案３年）経過後の雇用義務については取りやめていただきたい。
また、改正案にある「派遣期間（３年間）終了後、３ヶ月間派遣使用禁止」については、そもそも当該業務の従事者が３か月もの間不在となるのは、現実的ではなく、明らかに業務上支障をきたすことになるため、このような改正はやめていただきたい。


Ｄ　労組関係

9 労組専従者の員数削減､労働組合スト時の賃金支払い禁止等（継続､一部変更）

組合専従者は、本来、組合が組合費から支弁してその手当てを払うべきものであり、企業が費用を支弁するという韓国の慣習は理解し難い。それが慣行上定着しているとしても、組合専従者の数が多く、組合専従者への給与支援が企業の負担を重くしている。

組合専従者に対する賃金支払いについては、段階的に縮小すべきものが全く進んでいない。常識的に多過ぎる組合専従者の員数削減に関する行政指導を望む。

また、２００３年１２月の労使関係改善ロードマップにおいては、組合専従者に対する賃金支払いを一定程度認める案が提示されるなど、国際基準に逆行する動きすらあるが、２００７年初からの組合専従者賃金支払い禁止措置の施行時期（労働組合及び労働関係調整法付則第６条）は必ず守られるべきである。

さらに、労組がストに突入する際には、国際的には組合費を積み立てておいて闘争資金（生活資金）を用意した上でストに突入するが、韓国では資金の有無にかかわらず安易にストに突入し、労組側がスト妥結の条件としてスト期間中の賃金等の金銭的要求をするケースがほとんどである。こうした不適正な要求については、No－Work　No－Pay原則を企業としては堅持していくので、韓国政府としてもこうした姿勢に対するサポートを今後ともお願いしたい。
　
⑩　労組の違法労働行為に対する厳正かつ迅速な法の適用（継続、一部変更）
労働組合によるロックアウト等の違法労働行為が罰せられないため、公正な労使交渉を行うことが困難となっている。違法労働行為に対しては、警察、裁判所、法務部のみならず労働部においても厳正かつ迅速な法執行を望む。

前回建議事項に対して「違法行為については労使を問わず軽重に従って厳正に対処する」という回答をいただいているが、「厳しく対処」したというその実績を提示していただきたい。

特に、労働組合及び労働関係調整法第３８条１項（出入・操業その他定常的な業務の妨害、争議行為の参加に当たっての暴行・脅迫の禁止：罰則第８９条１項）や同法第４２条（暴力行為等の禁止：罰則第８９条１項）については、法で規定されているものの、その対処の実績が不明確である
。

違法行為について厳正に対処するという韓国政府の発言（前回建議事項の回答）につき、誠実に実行頂くと共にその実績につき開示願いたい。

なお、「６．個別要望事項①」においても労働組合の行為に関する言及がある。

Ｅ　その他
⑪　労使協議会の構成・運営等
（継続、一部変更）

２００３年１２月の労使関係改善ロードマップによれば、現行の労使協議会における「議決」事項を「合意」事項と位置づけを変更し、合意または議決した事項について就業規則と同一の効力を持つように明文化する案が提示されている。
そもそも、労使協議会では最終的な決定権が経営者にあることを前提として、経営権まで踏み込んだ幅広いテーマが議論されることを許容しているが、議決事項の履行責任を厳格に求める制度への変更は、労使協議会を経営権交渉の場に変容させる虞がある。
また、本来、経営権に帰属する事項については、内外の環境変化に応じて経営側が臨機応変に対応する機動性を持つべきであり、協議時点では適正な判断であっても環境の変化により制度の継続・履行が困難な状況も想定される。
したがって議決事項における履行義務は、現行どおり誠実履行義務に留めるべきである。
⑫　国民健康保険の外国人勤労者の加入義務化（新規）

２００５年６月に国会を通過した国民健康保険法の一部改正法案によると、第９３条（外国人などに対する特例）第２項によりこれまで外国人は任意加入の対象であったが、「国内に在留している在外国民又は外国人として大統領令の定める者は、第５条の規定にかかわらずこの法の適用を受ける。」となっており、強制加入の対象に変更された。

　日本から韓国に赴任している者の中には、日本の会社との雇用関係を保ちつつ赴任している者が多く、日本の健康保険制度では、その居住地にかかわらず日本国内の健康保険適用事業所との雇用関係が続く限り被保険者の資格は喪失しないため、日本の健康保険に加入している。また、韓国内の療養についても、日本国内と同等の療養費が支給される制度を利用することができる。

今回の法改正によって外国人が一律的に強制加入になると、これまで日本の制度によって韓国での療養費も賄われていた者までも、韓国の国民健康保険の保険料を追加的に支払わなくてはならなくなる。

このような二重払いを防ぐため、大統領令において、「韓国の国民健康保険以外の健康保険に加入しており、かつ韓国国内での療養についても当該保険の給付の対象になっている場合は、韓国の国民健康保険の加入を免除する。」という特例を設けていただきたい。
２．税務分野
　税務行政は国家主権に属する最も重要な公権力作用の一つであり、当地において事業活動を行わせていただく以上は、適正な納税を行うべきことは当然のことと認識している。
　一方、税務に関する制度及び運用次第では、健全な経済発展を歪曲させる機能があることも知られており、企業活動に萎縮的な効果をもたらす場合があることも事実である。

昨年来、韓国政府は今後の税務調査の基本方向として、個別企業に対する税金追徴目的よりも、企業の自発的な誠実申告を誘導する雰囲気を醸成することを基本方向とし、また、外国企業に対しては、移転価格調査の定期法人税調査への統合、調査官署事務室における税務調査等の負担軽減策が導入されてきている。

このような韓国政府の取組みを評価するとともに、税制及び徴税の双方について、納税者が納得して納税できるよう、今後とも一層の配慮を願いたく、以下、税務に関し特に重要な政策提言を行いたい。

1 移転価格の適正な取扱い（継続、一部変更）

移転価格税制に関する運用面で以下の課題を改善願いたい。



1） 相互協議或いは事前合意制により適用される比較対象業種・正常価格の扱いが取引相手国により異なるなど一貫性を欠く処置のないよう願いたい。
2） 移転と見なされた場合は内国法人へのＣＡＳＨでの返還が前提となり、ＣＡＳＨでなされない場合は「国際租税調整に関する法律」第９条、及び「同法施行令」第１５条の規定に基づき、次のような２次調整が発生することとされており、この改善を求めたい。
Ａ．親会社への移転と見なされた場合　：　内国法人から海外親会社への配当とみなされ、韓国側に源泉税徴収義務が発生し、相手国側では外国税負担が課されることとなり、円滑な国際取引を行う上で追加税金負担は障害となる。
Ｂ．その他関連者への移転と見なされた場合　：　内国法人から海外その他関連者へは貸付ける契約もないのに貸付金と見なされて貸付金利子所得及び益金課税が永久に発生し続ける。貸付ける契約がなければ相手側から返済されることは困難であり、現行の永久に積み残されるみなし利子課税を解消し、相互協議の合意、事前合意制適用等、移転が確定した時点で課税関係が最終となるよう改善が必要である。
2 従業員貸付に係る企業の借入金支払利息の損金不算入　（継続）

一般従業員に対する貸付金は、オーナーに対する貸付と異なり、福利厚生の色彩が強いため、別途の扱いとすることを要求する。具体的には、一般従業員への貸付に係る資金調達の支払利息は損金算入を認めるとともに、従業員に対する低利貸付に係る企業の受取利息と認定利子との差額部分を益金算入する制度を廃止すること。

前回の建議事項に対して、「無住宅従業員に資金を貸与する場合、特例を与える」との回答があったが、要望内容の根幹に係る改善ではなく、早急に改善を願いたい。

３．金融分野
経済通貨危機以後、不良債権問題の迅速な処理、経営の透明化、外国為替等対外的な取引規制の緩和などが進められて来た。また、過去累次にわたりＳＪＣが要望してきた事項に関しても、一定の改善がなされたことは評価できる。

外国企業と当該国の金融機関とは関係が深く、当地において外国金融機関が十分な活動を行うことができれば、当該国の企業の投資活動が活発になることは言うまでもない。

外資系金融機関であるが故の特殊事情についても配慮いただきたい点もあるところ、以下、引き続き特に重要な要望・政策提言を行いたい。

1 非居住者への韓国ウォン為替市場の開放（継続）

　韓国においては、２００２年以降、外国為替の自由化に向けて各種規制緩和を三段階に分けて実行中であり、居住者に対する自由度は大きく拡大してきている。

しかし、非居住者による韓国ウォン為替市場へのアクセスは、極めて限定的にしか認められていない。
近時、非居住者の韓国ウォン先物為替ヘッジのニーズが高まりをみせているが、NDF（ Non　Deliverable　Forward）のみではその効果に限界がある。
韓国に対する投資拡大のためにも、非居住者への韓国ウォン為替市場の早期開放を要望する。

2 同一人及び同一グループに対する貸出規制の改善（継続）

同一人又は同一グループに対する信用供与限度は、みなし自己資本を元に算定されている。２００１年７月の制度変更の結果、期間一年超の本支店からの借入金をみなし自己資本金に算入することにより、ある程度の限度拡大が可能となった点は評価できる。

しかしながら、現在の算定方法では、本支店貸与金の増加額がみなし自己資本額から控除されるなどの制約があり、十分な措置とはいえない。

信用供与限度額の算定方法については、持込資本金でなく、本店自己資本額を基準とするよう要望する。

③　信用保証基金制度の見直し（継続）
　　　金融機関が行う融資は、融資先のリスクを個別に判断し、金融機関がリスクをコントロールできる範囲内で行うことが原則である。

現在、金融機関に義務付けられている信用保証基金及び技術信用保証基金への拠出金支払いは、金融機関が拠出金支払いの対価としてこれら基金の信用保証制度を利用するとの考え方があるが、このような考え方は上述の原則に適合せず、現行制度は金融機関にとって中小企業向け融資のインセンティブとはなっていない。

産業政策として中小企業育成、或いは中小企業への融資を奨励するのであれば、信用保証基金・技術信用保証基金に対し、政府の公的資金を財源とする再保証を設定する等、政府自らが行う支援策を強化し、金融機関が中小企業向け融資を行いやすい環境整備を図るべきであると考える。
基金利用の有無とは関係なく、ウォン貨融資残高を基準として金融機関の義務的な拠出を求める現行制度は、廃止をお願いしたい。
4 特定業種（金融・保険業）を対象とした教育税賦課制度の見直し（継続）
教育環境改善のための財源は、本来、一般財源で賄うべきものと考える。

仮に目的税として徴収する意義があったとしても、特定業種の収益に対して課税する根拠が不明瞭であり、租税公平原則に反すると考える。特に、金融・保険業は公共性が高く、特定業種と指定されている理由が明確でない。
ついては、現行の教育税は早期に撤廃していただきたい。やむを得ず撤廃できない場合は、金融業界の教育税の課税標準対象額を、収益（＝収入、売上）課税ではなく、利益（＝収益－費用）課税に変更して頂きたい。
財源不足発生を理由に安易に特定の納税者に負担を転嫁することは納得できない。

5 預金保険制度加入の任意化（継続）
韓国においては外国銀行の支店も預金保険に加入しなければならないが、多くの外国銀行ではリテール業務を行っておらず、そのメリットを受けることができない。他方、２００３年１月からは特別預金保険料の徴収が始まり、その保険料は韓国国内銀行の救済に使用された財源の補填に利用されることとなっている。

これは、外国銀行から国内銀行への所得移転が行われるに等しく是正を求めたい。具体的には、外国銀行の預金保険制度への加入を任意とするとともに、特別預金保険料の撤廃を求めたい。

因みに、日本では、外国系銀行は日本の預金保険制度に加入できないが、その事実を預金者に知らせることにより、預金者保護を図っている。
6 中小企業貸出比率規制の撤廃（継続）

韓国における銀行は、一定比率以上の中小企業貸出を義務づけられている（８６年７月末残を基準として、以後のウォン貨貸出増加分の２５％以上を中小企業向けに貸出さなければならない）。　

　　　しかしながら、金融機関が行う融資は、融資先のリスクを個別に判断し、金融機関がリスクをコントロールできる範囲内で行うことが原則である。

　　 韓国における中小企業育成の重要性は理解するが、中小企業の育成は、本来、政府による中小企業向け政策融資や、信用保証制度における政府の再保証等により対応すべき課題であり、金融機関に中小企業貸出比率規制を適用し、義務付けるという現在の制度は市場原理にそぐわない。

　　 また、中小企業に対する融資においてはきめ細かい与信管理が必要であるが、店舗数や人員において与信管理に限界のある外国銀行には、実質的な不利益が生じる。国内銀行と外国銀行が同様に扱われる結果、外国銀行にとって実質的な不利益が発生する場合には、形式的に同じ待遇であるよりも実質的に同等の負担となるような異なる措置適用が必要である。

いずれにせよ、中小企業貸出比率規制の撤廃を願いたい。

⑦　支店形態で進出する外国企業への法人保険代理店委託の許容（継続）

韓国で営業許可を取得している保険会社（韓国で保険事業の許可を取得した外国保険会社の支店・現地法人を含む）は、支店形態で進出している外国企業（非保険事業者）に法人保険代理店の委託を行うことができない。

韓国で営業許可を取得している保険会社（韓国で保険事業の許可を取得した外国保険会社の支店・現地法人を含む）が、支店形態で進出している外国企業（非保険事業者）に法人保険代理店の委託を行うことを認めてもらいたい。
４．知的財産権分野　

　　知的財産権関連の法制度については、韓国はＷＴＯ・ＴＲＩＰＳ協定を十分に遵守し、デッドコピー規制などＴＲＩＰＳ協定による義務以上の取組もおこなっており高く評価できる。また、知的財産権問題に対して汎政府的に取り組んでいく姿勢についても評価できる。
しかしながら、現実の権利の取得及び違反事例の取締まりの双方において、運用面ではまだ改善の余地があると言わざるを得ない。

日本の税関における知的財産権侵害疑義物品の輸入差止め件数を仕出し国別で見ると韓国からのものが最多であり、５割強を占めている。また、外国人が集まる都心の観光地において知的財産権を侵害する物品を堂々と販売する状況が目に見えて改善されてはおらず、知的財産権侵害事犯が相変わらず散見される。特定の地域では、常に同じ場所で侵害品が販売されており、取締りが行なわれていることが実感できない。
特許庁での権利取得の迅速化や、訴訟の迅速化に努め権利者の権利の迅速な設定を行うとともに、ブランド品の模造品取締まりなどに一層努め、知的財産権の重要性についての教育・啓発活動を行うなど、以下の諸点につき、制度運用面での改善を求めたい。
1 特許裁判における仮処分執行の迅速化（新規）

特許審判において勝訴し、これを受けて製造販売等禁止の仮処分を申請し、申請が認められ当該製品の差押えを行ったところ、相手企業は差押えを無視し当該製品の製造販売を継続した。そのため刑事告訴をして検察庁で相手企業、検察を交え３者面談を行ったところ、相手企業が販売についての事実を認めたにも関わらず、検察は対応を行う迄に６ヶ月以上を要した事例がある。

特許裁判において仮処分の申請を行うことの意味は、特許裁判の結果を待ってからでは被害が広がるため、それを防ぐことにあるが、仮処分申請が受け入れられ仮処分の執行が行われても相手企業がその内容に明らかに違反して侵害製品の製造販売を継続している事実を認めたにもかかわらず、権利者側が侵害製品の製造販売を中止させることができないのでは仮処分申請制度の本来の意味を成さない。

裁判所の決定が現実の効力を持たないという制度には欠陥があると思われるため、販売禁止の仮処分申請の結果に基づいて、関係機関が速やかに侵害行為を中止させることができる体制を整備願いたい。

2 水際差止における特許権、実用新案権、デザイン権等への保護拡大（新規）
特許審判において勝訴し、製造販売輸出等禁止の仮処分を申請し、申請が認められ差し押さえを行うことの一環として関税庁に当該製品の輸出禁止協力要請を行ったところ、関税庁は、保護の対象となるのは商標権、著作権のみであり、特許権、実用新案権については保護対象外であるので輸出を止めることはできないとして、当該製品はそのまま輸出されてしまった事例がある。

韓国税関による水際差止について、現在のところ「知的財産権保護」対象となるものは商標権と著作権のみであり、第三国から輸入されるデザイン権侵害物品を水際で差し止めることが出来ず、侵害物品が流通してしまった後では、仮処分申請によるエンフォースメントが困難である。
上述の事例では、仮処分申請の決定に従い差し押さえできた製品はほんの少しであり、大部分の在庫は侵害企業の別法人である子会社に存在した。そして、侵害企業はこの在庫のほとんどを自社の海外支店に移し販売を行ったため、権利者の海外販売が大きな痛手を受けた。

日本では関税定率法により、特許権、意匠権（韓国のデザイン権に相当）を含む主要知的財産権での保護を行っており、韓国も、関税法による水際差止の範囲を、特許権、実用新案権、デザイン権等に拡大願いたい。
3 海外における外国語出願を原出願とする韓国出願における原文に基づく手続き（新規）
ＰＣＴ（Patent Cooperation Treaty：特許協力条約）に基づき特許出願を韓国に国内移行した場合、国内移行時に提出した翻訳文に基づいて手続補正を行うことができる（韓国特許法２０８条）が、海外における外国出願の原文（以下、原文）に記載がなく翻訳文（韓国語）にのみ記載がある事項に関しては無効理由となる（韓国特許法２１３条）。すなわち、原文と翻訳文との重複記載事項にのみ特許が与えられる制度となっている。　 
韓国では日本語が堪能な現地の弁理士や翻訳者をもってしても原文の内容が正確に翻訳されていないのが現状である。中国、台湾では、原文を基にある程度の救済は可能とされているが、韓国では認められていない。
外国出願人にとって原文に立ち戻り手続補正を行うことができない場合、原文の意図を誤訳等により翻訳文においては十分に伝えきれない場合があるため、以下の措置を導入願いたい。
１）日・米・欧ではＰＣＴ出願の原文に立ち戻り訂正が行える制度を採用しており（例：日本特許法１８４条の１２及び１８４条の１９）、韓国においても国際特許出願の原文に立ち戻り手続き補正を可能とする。
２）ＰＣＴ出願以外の外国からの出願についても原文に基づく救済を認める。

4 英語による外国語特許出願の導入（新規）

韓国では、英語による外国語特許出願が認められていないため、韓国語による出願書類・明細書等の作成等が必要であるが、韓国の弁理士等の専門家や翻訳者に翻訳を依頼しても必ずしも正確な翻訳がなされておらず特許権利化にあたって翻訳ミスにより権利取得が困難となる等の不都合が生じている。

韓国においても英語による外国語出願を導入願いたい。

5 優先審査制度の外国関連出願への適用拡大（新規）

日本の早期審査制度（韓国の優先審査制度に該当するもの）では、日本を第一国出願として外国へ出願したもののみならず外国を第一国出願として日本へ出願したものも早期審査制度の対象になる（すなわち対応外国特許出願を有するものがすべて早期審査制度の対象になる）のに対し、韓国の外国関連出願では韓国で第一国出願をし、外国で優先権主張をして出願をした出願のみが優先審査の対象となっている。

複数の国に特許出願する技術は重要性が高く、早期の権利化が求められる蓋然性が高いにも関わらず、韓国を含む複数の国で出願された特許について、韓国で第一国出願をした特許のみが優先審査制度の対象となり、外国を第一出願国として韓国へ出願したものは優先審査制度の対象とならない現在の制度は、韓国で第一国出願をしない外国企業にとっては不利な状況となっている。

優先審査制度の対象を第一国出願の国家に関わらず、対応外国出願を有する出願に拡大し、外国を第一出願国として韓国へ出願したものにも優先審査制度を適用願いたい。
6 知的財産権に対する意識改革（継続、一部変更）

　　　他人の知的財産権を尊重する意識が低く、一般人の目につく公的な場所で、有名ブランドを真似したと認識できるような物を堂々と販売しているケースが見受けられた。知的財産権を侵害する行為が法律違反であるなどの知的財産教育を広く国民に徹底するとともに、特に政府や公共的な性格の機関では、知的財産権を侵害する可能性のあるものを購入・使用しないように教育の徹底を願いたい。

前回建議事項においては、政府保有の媒体を積極活用した持続的な広報強化、小中学校の教育課程に知的財産権保護に関する内容を含める旨の回答をいただいているが、その実績を示していただきたい。

7 商標権異議申立期間の延長（継続、一部変更）

現在の商標登録異議申立期間は３０日である。外国に居住する利害関係者にとっては手続き的な面で時間が短すぎる。権利保全を全うならしめるため、異議申立期間を登録公告日より２ヶ月以内に延長することをお願いしたい。
前回建議事項においては、異議申立期間の延長問題は、２００７年まで導入可否について検討される「登録後の異議申立制度」とともに扱う予定となっているが、その後の検討状況を示していただきたい。

５．産業政策分野
１９９７年の経済危機以降、韓国政府はそれまでの外国投資規制から外国からの投資促進策に転じ、投資環境・事業環境の改善と併せ、着実に外国企業の誘致を達成してきている。特に、部品・素材の納入先となる韓国企業に対する働きかけ等が実を結び、２００４年においては日本企業の対韓国投資は５５２件、計２２.５億ドルを記録した。

また、韓国進出後の企業の操業・経営に関しては、ＳＪＣ（ソウル・ジャパンクラブ）が提出する建議事項への対応、外国人投資オンブズマンの活動等を評価しており、継続的な実施を願いたい。

一方、日韓ＦＴＡ交渉に関しては、その構想が１９９８年に検討開始されて以降既に８年目を迎えているが、現在政府間交渉は中断されている。

　　　産業政策分野においては、このような状況を勘案し以下の２項目を要望する。

1 日韓ＦＴＡ交渉の早期再開（新規）

２００３年１２月から開始された日韓ＦＴＡ交渉は２００４年１１月以降交渉が中断している。日韓ＦＴＡ交渉が停滞している一方、日韓ＦＴＡとほぼ同時期に交渉を開始したシンガポールは２００５年８月４日に正式署名が行われ、また、２００５年初から交渉を開始したＥＦＴＡとの交渉も２００５年７月１２日に妥結が公表された。更に、韓国政府は、ＡＳＥＡＮ、カナダ等とのＦＴＡ交渉を順次開始している。

このような状況のもと、日韓両国首脳間で了解されていた２００５年末までの実質的合意達成が現実的に困難な状況となってきている。

しかし、交渉を再開しなければ、日韓間で対立する課題も解決の端緒を掴むことができないため、何よりも政府間交渉の早期再開を実現願いたい。　　

2 産集法の成長管理地域への外国企業投資の許容（新規）

近年、日本企業の誘致に関しては、電子産業分野の韓国企業へ部品・素材等を供給する企業を中心に製造事業所立地型の投資が進展しており、日韓双方の企業にメリットをもたらしている。

これらの日本企業は、韓国企業への部品・素材等の納入を目的に韓国に進出するため、納入先韓国企業が集中する京畿道への進出が多い。

しかしながら、京畿道の多くの地域は「産業集積活性化及び工場設立に関する法律（いわゆる産集法）」の「成長管理地域」に指定されており、大企業の立地が制限されている。

ただし、外国企業に関しては、コンピューター製造業等、産集法で指定する先端２５業種に関しては、２００７年１２月末までの産集法適用除外措置が２００５年５月に認められた。

上記の適用除外措置延長を決定した韓国政府の判断を評価しており、今後も外国企業の対韓投資拡大の観点から産集法適用除外措置の継続を願いたい。
６．個別要望事項
1 筋骨格系疾患負担作業有害要因調査と関連した法改正（産業安全法分野、労働・労使関係分野）（新規）
産業保健基準に関する規則１４３条第３項によると、筋骨格系疾患に関する負担作業有害要因調査（以下、要因調査という。）は、勤労者代表又は当該作業勤労者を参加させなければならないことになっており、労働組合がある場合には要因調査実施に際して組合との合意が前提とされ、組合との合意が得られない限り要因調査を実施できない実態がある。

しかし、労働組合が、要因調査の同意を賃金交渉や組合スト、組合側改善委員の選定遅延などにおける条件闘争と関連させ、企業側が実施しようとした要因調査に協力しなかった事例が報告されている。

更に、組合側が要因調査実施に協力しなかったにもかかわらず、後日、当該労働組合が要因調査実施遅延を理由に当該企業を調査義務違反として労働部に告発した事例も報告されている。

すなわち、労働組合が組合側の都合や戦略的な調査拒否、調査妨害等によって企業側が行う要因調査への協力を拒否し調査に参加しない場合、法で定められた期日までに要因調査が実施できず、結果的に会社側（事業主）のみが責任を負う事態が発生している。

要因調査をする場合、法定期限が決まっている部分については労働組合との合意がなくても、例えば、会社側が第３者機関と合同で要因調査を実施できるようにするとか、労働組合が正当な理由なく要因調査に協力しない場合や組合側の事由で調査が遅延した場合などは、会社側に責任を問えないようにするなど、事業主の立場を考慮した内容に関係法を改正願いたい。

なお、要因調査方法に関し労働部、産業安全公団は、KOSHA CODEの使用を推奨しているが、法律に基づく制度ではないため組合側がKOSHA　CODEの使用に同意せず調査業務が遅延する状況もある。KOSHA CODEの使用を法制化させる等、調査の準備段階における労働組合との意見衝突発生が最小化するよう改善を願いたい。

　　有害項目の早期改善という法の本来目的が、労働組合闘争に不当に利用されることなく、事業主、勤労者双方にとって公平な制度となるよう関係法令を改正願いたい。

2 登記簿における漢字及びアルファベット使用の許容（商務・法務分野）（新規）
登記簿は、ハングルとアラビア数字で記載し、外国人の氏名を記載する際には氏名を国籍と共に記載することとされているが、日本人の氏名を登記する場合、例えば、「山本（やまもと）」を「サンボン」と漢字の韓国語読みで登記されてしまう事例が報告されている。人名の登記に際しては、漢字及びアルファベットの使用も許可願いたい。

また、商業・法人登記については、商号及び名称が漢字である場合には、漢字で表記することとされているが、商号及び名称にアルファベットを使用している法人の場合には、現在はその単語読み或いは棒読みをハングルで記載することとされているため、アルファベットでの登記を許可願いたい。

3 電気用品安全管理法に基づく安全認証取得手続きの緩和（貿易手続き分野）　　（継続、一部変更）

韓国内に輸入する電気製品（安全認証対象電気用品）は、電気用品安全管理法第５条により、韓国産業技術研究所（Korea Testing Laboratory）等の安全認証機関から安全認証を受ける必要がある。

安全認証の取得には、サンプルの提供や日本の工場における生産ラインの調査等が必要であり、かつ、モデル（型式）毎に行われるため、輸入数量が少ないモデルの場合には、検査に要する費用が輸入販売金額に比べ割高となり、販売利益が喪失する場合もある。

また、２年毎にモデルチェンジ（形式変更）が行われる品目も多く、モデルチェンジの都度、安全認証を取得する必要がある。

このため、日本の電気用品安全法の検査規格に適合しているモデル（型式）の場合、書類審査のみで韓国における安全認証取得が可能となるように改善願いたい。

　　　前回建議事項の回答においては、日韓相互間で書類審査だけで電気製品に対する安全認証ができるよう日韓間相互承認協定（MRA）の締結に向けて両国政府が協議中との回答を得ているが、その現状について明確に説明願いたい。

4 外国企業（既韓国進出外国企業を含む）に対する取得税、登録税の免税措置の復活・延長（投資分野）（継続）

取得税及び登録税に関しては、２００３年１２月３１日迄外国人投資促進法による外国投資企業が工場を新増設するための事業用課税品物及びこれらの企業が行う工場の新増設による不動産登記に対して適用が除外されていた。

　　　しかしながら、２００４年１月以降、同様の適用除外措置を延長するための地方税法改正は行われていない。

韓国における外国企業の投資及び既韓国進出外国企業の事業活動の拡大を促進するために、韓国政府の推進する外国企業の投資促進・振興政策の観点からも取得税及び登録税に関する上記適用除外措置の復活・延長を実施願いたい。
5 滞在ビザ更新期間の長期化・明確化（投資分野、入国管理分野）（継続・内容変更）

韓国政府は、外国企業投資促進のためこれまでもＤ－８（企業投資）資格保持者の利便性向上のために、仁川空港におけるＤ－８専用レーンの設置や５０万ドル以上の投資を行った外国人投資家への最大３年の滞在期間（通常は２年）付与等の優遇措置を講じてきている。

また、２００５年６月、韓国政府はＤ－８（企業投資）資格保持者に対する優遇措置の拡充について発表した。この中には、入国審査の機械化を可能とするI－ＰＡＳと呼ばれるスマートカードの発給（Ｄ－８資格保有者の申請に基づき発給）等の先進的な内容も含まれている。

しかしながら、既存の措置である仁川空港におけるＤ－８専用レーンの利用に関してはレーンが閉鎖されていたとの報告が多い。明確な表示がなかったために閉鎖と勘違いされているのであれば表示を明確にする等、外国人投資家が利用することの多い仁川空港専用レーンの確実なサービスを確保願うとともに、新たな優遇措置に関してもその確実な実施を願いたい。

一方、韓国駐在日本企業関係者には、Ｄ－７（駐在）資格保持者も多い。Ｄ－８資格保持者に対する優遇措置が拡充する一方、Ｄ－７資格保持者に対する優遇措置は僅少であり、滞在期間も２年毎のビザ更新が認められず１年毎の更新となっている。

　　　外国企業駐在員が業務活動に専念できるよう、Ｄ－７（駐在）資格保持者に関しても２年毎のビザ更新を実現する等、優遇措置を適用願いたい。

6 法律相談業務の外国人への開放（法務分野）（継続、一部変更）

法律相談業務は寡占状態にあり、料金の割にはサービス内容が不十分な（ばらつきがある）状態にある。弁護士業務をはじめとする法律相談業務の市場開放を行い、適正な競争を通じて、法務サービス内容の向上に努めていただきたい。
　　　韓国においては、２００３年８月以降、司法制度改革の取組みが継続されているが、法務サービス内容の向上のための具体的な取組みについて現状を説明願いたい。　

　　　また、ＷＴＯ・ＧＡＴＳ（サービス協定）譲許表における法律相談業務の取扱いに関する現状について説明願いたい。

７．生活環境改善分野
　以下の事項は、投資と深く関係する生活環境分野に関する改善要望である。中央政府のみでなく地方政府の施策に関するものも含まれているが、韓国に在住する日本人が日常的に感じている諸問題について提起したものである。
　これらの要望事項の多くは従来から建議事項において提起されているものである。また、韓国政府は既に「生活環境改善５ヶ年計画」等の取組みを開始しており、今後の具体的な成果が期待されるところであるが、韓国に滞在する外国人が、韓国の優れた情報システム・文化等を享受できるよう引き続き一層の改善を願いたい。
Ａ　交通・運輸関係


1 歩道や公園内のオートバイ（二輪自動車）の通行禁止の徹底（継続、一部変更）
　　　　前回の建議事項回答においては、「道路交通法に従って車道でない歩道でのオートバイ通行行為に対して周期的に強力な取締りを行っており、今後持続的に取締り活動を施行すること、公園内の通行については軽犯罪処罰法に基づいて積極的に取締る」との回答をいただいているが、オートバイの歩道通行や信号無視は引き続き多くの事例が目撃されている。　　　

歩道や公園内のオートバイ通行の取締り実績を示してもらいたい。
　　　　道路交通法によりオートバイの通行は車道に制限されているが、バイク専用道路（レーン）の設置、警察による違法通行の取締り徹底と罰則の強化、オートバイにも重点を置いた交通教育システムの検討やオートバイ運転手への再教育の機会を確保する等の対策を実施願いたい。

②　バスの乗車・利用環境の向上、外国人向けバス関連情報の拡充（継続、一部変更）
市内バスにおいて急発進・急ブレーキ、スピードオーバー、交差点への無理な進入等、乗客・歩行者の安全確保が欠如している事例が引き続き見られるため、乗客・歩行者の安全を優先する運転・接客マナーの徹底をバス事業者・協会等による再教育を通じて実施願いたい。

また、屋根付き停留所の拡充、停留所にバスの接近状況を音声又は画像で知らせる情報提供システムの設置を検討願いたい。
出発地から到着地まで市内バスを利用する場合の最短ルートと所要時間を検索するための地図情報とナビゲーション機能を有するWebサービス「Seoul Public Transportation System」は英語、日本語等による情報提供が実現されたが、日本語によるサービス提供の存在を広く周知願いたい。



③　交通マナー、交通・道路事情の改善（継続、一部変更）

マイカー通勤・利用等による首都圏における恒常的な交通渋滞が国家経済に与える深刻な影響を十分認識し、運送事業者や市民の幅広い意見を聞き、交通ルールの見直し、道路インフラの整備等、交通行政及び都市計画行政に引き続き取り組んでいただきたい。

ソウル市内においては、幹線道路のみならず比較的狭い道でも違法駐車をする車両が多いため交通渋滞発生の原因となっており、消防車や救急車等の緊急車両の通行にも支障になる等の生活不安を感じることがある。

また、交通渋滞が発生している交差点への無理な車両進入が目立ち、交差点内に車両が滞留するため、交差方向の道路側の車両通行に障害となり、更なる交通渋滞を引き起こす事例も目立つ。

交通マナーの改善については、テレビ・新聞・FM放送等のメディアによる啓蒙や学校教育（特に小学生からの）における交通ルール遵守指導の拡充、警察による取締り・指導の強化、反則金等の罰則強化を実施願いたい。
④　天安牙山駅タクシーの乗車環境改善（新規）

KTX天安牙山駅は、天安市と牙山市の境に設置されているため、天安市内行きタクシー乗り場と牙山市内行きタクシー乗り場が異なる場所にあるが、天安牙山駅の出口における案内が韓国語でしか書かれておらず、外国人には理解が困難である。

方面別にタクシー乗り場を設置するのであれば、外国人が理解できる案内表示を願いたい。また、天安市、牙山市とも忠清南道に属しており、両市の間でタクシーの相互乗り入れを可能とすることはできないか検討願いたい。　　

⑤　仁川空港発バスの夜間運行時間の延長（新規）

近年、京畿道南部地域方面への日本企業進出が増えている。しかし、例えば、仁川空港から天安への直行バスは午後６時５０分発が最終便であり、それ以降の時間帯は、ソウル経由での乗換えとなる。

日本から仁川空港への到着便は午後７時以降も約１０便あるが、仁川空港着が午後７時台迄のフライトについては、京畿道南部・忠清道方面への直行バスが利用できるよう、午後８時台発の平澤、天安、大田等方面行き直行バスを設定願いたい。

Ｂ　社会・文化関係
⑥　文化開放の一層の促進　（継続）　
　　　　韓国の伝統的な文化を保存し継承していくことは大切なことであるが、そのために外国文化を排除しなければならない理由は見当たらない。公序良俗に反しない限り、外国文化の流入に対して寛容であることが韓国の対外イメージの改善につながる。

　　　　韓国においては、２００４年１月に日本大衆４次文化開放が実施され、日本の大衆文化に関する規制がほぼ撤廃されたことは高く評価されている。
　　　　インターネットが普及し、情報が自由に流通する時代となった現在、文化流入規制はほとんど無意味となっている。国民の幸福追求権の要望に応えるためにも、国際社会への開放性を象徴的に示すためにも、早期に日本大衆文化の完全開放を進めていただきたい。

⑦　外国語表記の拡充、ハングルのアルファベット表記統一とアルファベット入力によるハングル変換の普及（継続、一部変更）

韓国においては外国語表記が少なく韓国語のみの表記が多いため、外国人は重要な情報等を得られないときがあり、英語或いは日本語表記を増やしてほしい。

また、韓国政府や韓国企業は他の先進国を凌ぐ自己ＰＲのデータベースを持ちながら、外国人や外国在住の韓国人がキーボードからのアルファベット入力によるハングルへの変換が一般的には困難であるため、それらにアクセスしにくい環境となっている。
漢字の読み方も含めハングルのアルファベット表記方式が統一されれば、アルファベット表記からハングルへの変換が可能なソフトも普及し、外国人がハングル版及び英語版双方の韓国関連情報サイトの検索・アクセスを円滑に行うことが可能となる。
ハングルのアルファベット表記方式を統一するとともにパソコンのキーボードからのアルファベット入力によるハングルへの変換方式を普及願いたい。

なお、前述Ａ②（２７頁）の「Seoul Public Transportation System」を利用する場合にも外国人には入力する目的地のアルファベット表記が複数想定され（例：Jonno、Jongro、Chonno、Chongro等）当該システムで利用できる表記方法を事前に予測できないため、検索できなかったり検索に手間取ることが多い。


C　その他生活関係
⑧　クレジットカード取得手続きの円滑化（継続、一部変更）

外国人は銀行等のクレジットカード発行に伴う制約が多く有効期間が短い等の事例が報告されている。信用カードの発行に金融機関の審査が必要であることは承知するが、外国人申請者に対する窓口担当者の不慣れや説明不足、審査に必要な資料の追加提出、過度に厳しい審査や過度に短い有効期限の設定等の不都合が発生しないよう所要の措置を実施願いたい。
　　　　

⑨　外国・国内郵便物取扱い改善（新規）

外国からの郵便、国内郵便を問わず発送された郵便が受取人に到達せず差出人にも返送されない事例が報告されている。

発送郵便物が行方不明になった場合の照会先・方法を示してもらいたい。

また、住所・氏名をハングルではなく漢字やアルファベットで記した外国からの郵便及び国内郵便の配達について、その取扱い方針を示してもらいたい。

⑩　消毒剤散布時間の事前予告の徹底（新規）

韓国では、保健福祉部令に基づき、地方自治体による小型トラック等を利用した害虫駆除のための消毒剤散布が実施されている。

しかしながら、消毒実施区域への進入規制表示がなく消毒実施を承知していなかった来訪者等が退避できない状況となった事例が報告されている。

人が活動する日中ではなく早朝に散布することや、消毒実施区域への進入規制表示を行い来訪者等に予め注意喚起することを検討願いたい。

⑪　飲料用容器等のリサイクル回収徹底と投げ捨て防止（新規）

　　　　韓国では、資源節約・リサイクル促進法に基づき、土地・建物の所有者等に対し、リサイクル可能廃棄物の種類別・性状別の分離保管義務が講じられている。

　　　　一般家庭での分別回収は良く実施されており、地下鉄駅構内でも外国語表示付き分別回収箱が設置されているが、街頭や店頭での分別回収が徹底されておらず投げ捨て行為も見られる。

　　　　街頭や店頭での分別回収を徹底するための外国語表示付き分別回収箱設置を促進するとともに、分別回収に関する家庭教育、学校教育を充実するために政府による指導・広報を徹底願いたい。

また、現在でもガラス瓶についてはスーパーマーケットに飲料用の空瓶を持参すると持参した者に現金を還付してくれるが、この制度をアルミ・スチール缶、PP・ＰＥボトル、紙容器（牛乳、ジュース）等の有用リサイクル容器に適用拡大し、これらの容器回収に協力した消費者に対し回収行為毎に現金または金券を発給する制度が考えられる。

すなわち、有用リサイクル容器の回収が広く定着するまでの時限立法として、自治体が現在実施しているゴミ回収とは区別して、地方行政機関（市、区役所など）と大手スーパーを関係機関として指定し、一般消費者がこれらの指定関係機関に有用リサイクル容器を持参した場合、持参した者に現金等を還付する「有料回収制度」を生活環境向上と環境対策への先進的取組みとして導入することを検討願いたい。

⑫　外国人登録番号によるインターネット・サービスの利用機会確保（継続､一部変更）
韓国では、インターネット利用による割安なショッピング（インターネット・ショッピングモール）を始め、放送局や新聞社等のマスコミのサイト、書店や音楽サイトに会員登録する際、実名確認段階で住民登録番号の入力を求められるため、住民登録番号を持たない韓国在住外国人は登録ができず、また、代わりに外国人登録番号を入力しても登録できない状況にあった。
　　　　このような状況を勘案し、韓国政府は２００２年２月に外国人登録番号の桁数を住民登録番号と同様の付与方式に改めるとともに、２００４年７月１日から「外国人実名確認システム」の施行を発表した。

本システムの導入は評価しているが、銀行・カード会社も含め、関連団体・企業における本システムの着実な普及・定着が必要である。

外国人登録番号による会員登録が可能なサイトである場合は、その旨をハングルのみでなく英語・日本語等で説明してほしい。
外国人登録番号による会員登録が可能であると表示がないサイトでも、認証会社に自分の外国人登録番号を伝えることにより加入できる事例も確認されているが利用者側の手間が多く実用的でないし、外国人実名確認システムの成果が活かされていない。

産業資源部ホームページで会員加入を試みると、約款には会員加入資格を韓国国民に限定するとの記述はないが住民登録番号の入力が要求される。産業資源部の英語版ホームページでは会員制度についての紹介はない。
なお、韓国在住外国人の中で、外交旅券、公用旅券所持者等は外国人登録番号を保有しておらず、外国人実名確認システムの利用が普及しても韓国国内向けインターネットサ-ビスの中で会員加入手続きを必要とするサイトを利用することができない現状があるが、このような情報格差を解消願いたい。

また、そもそも、インターネットサイトに住民登録番号や外国人登録番号の入力を求めることの法的根拠を明確に呈示願いたい。

�と具体例を記述


�前年⑫から移動


�日本の法律の表現はどうなっているのか？


�意味がよくわからない


�ワークシェアリングは韓国の風土に合うのではないか？


�Ａ②に移動


�解雇法制は日本法と酷似しておりむしろ組合対応の難しさがそれを難しくしている面も多い。また現在、「整理解雇要件」「雇用承継要件」等が、労使関係先進化委員会等で検討されており、今回は見送ってはどうか？


�①「正当な理由なく」と限定条件となっていること、②業務復帰命令は原状回復であり「制裁」と表現することは不適当ではないか？


�この理由は「解雇条件」に限らず、「労働条件の下方硬直性」の問題からも言える。前文に入れるのも一案


�①「正当な理由なく」と限定条件となっていること、②業務復帰命令は原状回復であり「制裁」と表現することは不適当ではないか？


�この理由は「解雇条件」に限らず、「労働条件の下方硬直性」の問題からも言える。前文に入れるのも一案


�国家有功者には抗日運動家も含む。この点留意するべき


�2007年1月から使用者が専従者の給与を支給することが不当労働行為に当たることが処罰の対象となることが明定されており、不要では？


�厳正に対処すべきとの主語は政府？　労働部でそういうふうに仕向けているのか？ 


�これも法の執行能力がないということ？


�昨年の回答によりほぼ解決したとみなせる。ことから今回は削除してはどうか？
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